
　  　　期　間　：　公示（告示）日から選挙期日の前日まで

※不在者投票ができる期間及び時間は、以下のとおりです。

※郵送での処理となりますので、早めの投票をお願いします。

※事前に滞在地等の選挙管理委員会（市役所）へ、日時、場所をお問い
合わせください。

南島原市以外の市町村に滞在する方の不在者投票のフロー図
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③ ②の書類を滞在地等の選挙管理委員会へ持参し、
不在者投票を行います。
ただし、「不在者投票証明書在中」の封筒を開封
した場合は投票できませんので、ご注意ください。

④

選挙人が記入した
投票用紙等の送付

南島原市選挙管理委員会

〒859-2211 南島原市西有家町里坊９６番地２
電話 ０９５７－７３－６６４７（直通）

① 「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し送付

② 投票用紙・不在者投票証明書等の送付
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